
 

                                                                     

（令和８年１月 28 日発表） 

「（仮称）静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に 

関する条例」骨子案に係るパブリックコメントの実施 

  

別紙資料  有 

◆ アピールポイント 

太陽光発電施設の適正な設置、維持管理、廃棄等の手続きを定め、防

災・環境保全・景観等に配慮し、地域と調和した太陽光発電事業の実

施を目的とする「（仮称）静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維

持管理に関する条例」骨子案に対する意見を募集します。 

◆ 意見募集期間 令和８年１月 28 日（水）～２月 27 日（金） 

◆ 内 容 な ど 

・太陽光発電施設の地上設置型については、森林伐採・土砂災害や濁

水の発生・景観への影響・反射光による生活環境への影響、さらに

は廃棄も含めた適切な維持管理が実施されないなどの問題が全国

各地で顕在化しています。本市でも同様の問題が一部で発生してお

り、今後大きな問題となることが懸念されます。 

・防災、環境保全、景観等に配慮がなされ、地域との調和が図られた

太陽光発電事業が適切に実施され、適正な維持管理に向けた事業者

への指導が実効性をもって行うことができるよう、新たに太陽光発

電施設の適正な設置及び維持管理を規定した条例を制定します。 

・このため、市民等の皆様から新たに制定する条例骨子案に対する意

見を募集します。 

◆ 閲 覧 場 所 

（１）環境共生課（静岡庁舎新館 13 階）  

（２）各区役所の「市政情報コーナー」 

（葵区/静岡庁舎新館１階、駿河区/駿河区役所３階、清水区/清水庁舎４階） 

（３）市ホームページ（ https://www.city.shizuoka.lg.jp/s6347/s012260.html） 

◆ 意見の提出

方法等 

次のいずれかの方法でご提出ください。 

（１）郵送（環境共生課あて） 

（２）ファクシミリ 

（３）持参 

（４）市ホームページ（電子申請） 

※詳細は、上記閲覧場所に記載の市ホームページへ 

令和８年２月 27 日（金）必着 

【問合せ】環境共生課 環境影響評価係 

担当 髙松、山田、若林 

     電 話  ０５４－２２１－１４６６ 

     ＦＡＸ  ０５４－２２１－１４９２ 
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